
農林水産商工委員会資料
（商工労働部所管分）

■ 商工労働部所管の主要施策の概要及び課題について 

 別冊「状況書」（P153～176）のとおり 

■ 令和６年度国の施策及び予算編成等に係る重点要望について

 別冊「全員協議会資料」のとおり 

■ 報告事項 

  ①全国旅行支援における電子クーポン加盟事業者への精算額振込での過不足等 

の発生について                        ・・・Ｐ1

  ②企業立地計画の認定について 

株式会社ネスター 立地計画の概要（増設）         ・・・Ｐ2

株式会社丸八ポンプ製作所 立地計画の概要（増設）     ・・・Ｐ3 

株式会社イデアルアーキテクツ 立地計画の概要（新設）   ・・・Ｐ4

令和５年５月２３日

商 工 労 働 部





全国旅行支援における電子クーポン加盟事業者への精算額振込 

での過不足等の発生について

１．「しまねっこペイ」の概要 

・全国旅行支援（「ご縁も、美肌も、しまねから。」しまね旅キャンペー

ン）を利用した際に旅行者に付与する電子クーポン 

・平日 2,000 円、休日 1,000 円を付与 

・事業者への精算は月１～２回集計し、翌月支払 

・利用実績は、携帯アプリシステム（ＱＲコード読取り）により、随時 

自動集計される仕組み 

２．委託事業者 

   ㈱ＪＴＢ山陰支店【代表】 

㈱一畑トラベルサービス 

東部トップツアーズ㈱松江支店 

㈱日本旅行 TiS 松江支店 

近畿日本ツーリスト㈱ 

３．事案の経緯 

4 月 18 日 事務局から加盟事業者へ精算金を振込後に複数の加盟事業者から、

振込金額の相違について問い合わせがあり、発覚 

4 月 21 日 過少振込及び未払となった事業者へ支払完了 

5 月 10 日 過剰振込となった事業者からの返還完了 

４．発生原因 

通常は対象期間のデータをまとめてシステムから抽出するところ、３月

は、国への年度末報告の都合上、3/1～3/9 と 3/10～3/14 の２回にデータ

を分けて抽出したため、その過程において集計を誤ったもの 

５．再発防止に向けた取組 

(1) 県及び委託事業者において、同支払事務におけるチェックを強化 

(2)  同様の誤りが生じる可能性がある事務処理がないか事務全体の確認作業

を県及び委託事業者において実施し、チェック体制を見直し 

令 和 ５ 年 ５ 月 ２ ３ 日 

農 林 水 産 商 工 委 員 会 

商 工 労 働 部 観 光 振 興 課 

【過剰振込】      50 件 [最大 17,220 千円]  52,707 千円

【過少振込及び未払】 288 件 [最大 5,770 千円]  52,707 千円
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令和５年５月２３日 

農林水産商工委員会 

商工労働部企業立地課 

企業立地計画の認定について 

株式会社ネスターの立地計画の概要（増設） 

株式会社ネスターは、島根事業所内に新たな工場を建設するとともに生産設備を

移設し、本社（本社機能及び本社工場）を島根に移転することを決定した。 

 県は、同社から申請のあった立地計画を「島根県企業立地促進条例」の目的達成

に資するものとして認定し、令和５年３月１５日に、株式会社ネスター、雲南市と

の間で立地に関する覚書を締結した。 

１ 会社概要 

（１）会 社 名 株式会社ネスター 

（２）所 在 地 愛知県大府市北崎町大清水４－１ 

（３）代 表 者 名 代表取締役 加藤 令（かとう れい） 

（４）設 立 年 月 昭和４２年１２月 

（５）資 本 金 １５２，５００千円 

（６）従 業 員 数 ８８名（うち県内常用従業員数４４名） 

（７）事 業 内 容 業務用厨房機器（冷蔵機器）製造 

２ 計画の概要（県外本社工場の移転集約及び工場の増築等） 

（１）立 地 場 所 雲南市加茂町南加茂７０３－１０（南加茂企業団地内） 

（２）敷 地 面 積 ２０，９５１㎡（うち今回増設分３，７００㎡） 

（３）建 物 面 積 ３，２５０．５㎡（鉄骨造平屋建等） 

（４）投下資本 額 ６６８，６１５千円 

 （内訳）土  地       ０千円 

      建  物 ５８７，０００千円 

              償却資産  ８１，６１５千円 

（５）操 業 開 始 令和５年１２月 

（６）常用従業員数 申 請 時 ４４名

 操 業 時 ４９名 ( ５名増)

 操業後１年 ９１名 (４２名増)

 操業後２年 ９２名 ( １名増)

 操業後３年 ９３名 ( １名増)

 計  (４９名増)

（７）事 業 内 容 小型冷蔵ショーケース、テーブル型冷蔵ショーケースなどの

外食産業用厨房機器の製造 

【企業立地促進助成金の見込額】 

 ・投資助成額 ６６８，６１５千円 × １０％ ＝ ６６，８６１千円 

・雇用助成額   １，０００千円 × ４９名 ＝ ４９，０００千円 

 計           １１５，８６１千円  
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令和５年５月２３日 

農林水産商工委員会 

商工労働部企業立地課 

株式会社丸八ポンプ製作所の立地計画の概要（増設） 

株式会社丸八ポンプ製作所は、島根工場の生産体制の強化を図るため、新たな工

場を建設するとともに生産設備を増設し、県外工場を島根に集約することを決定し

た。 

 県は、同社から申請のあった立地計画を「島根県企業立地促進条例」の目的達成

に資するものとして認定し、令和５年３月１６日に、株式会社丸八ポンプ製作所、

雲南市との間で立地に関する覚書を締結した。 

１ 会社概要 

（１）会 社 名 株式会社丸八ポンプ製作所 

（２）所 在 地 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２６番６号 

（３）代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 友彦（よしだ ともひこ） 

（４）設 立 年 月 昭和２３年１１月（大正１２年創業） 

（５）資 本 金 １９，３６０千円 

（６）従 業 員 数 ７９名（うち県内常用従業員数３１名） 

（７）事 業 内 容 各種産業用ポンプ及び関連部品の製造・販売 

２ 計画の概要（県外工場の集約・隣接地を取得し工場を増築等） 

（１）立 地 場 所 雲南市加茂町南加茂６８７番７（南加茂企業団地内） 

（２）敷 地 面 積 １６，３７３.７８㎡（うち今回増設分１２，４１４．４１㎡）

（３）建 物 面 積 １，８３０．５０㎡（鉄骨造平屋建） 

（４）投下資本 額 ５７９，９１６千円 

 （内訳）土  地 １３８，７９１千円 

      建  物 ２２０，０００千円 

              償却資産 ２２１，１２５千円 

（５）操 業 開 始 令和６年６月 

（６）常用従業員数 申 請 時 ３１名

 操 業 時 ３６名 ( ５名増)

 操業後１年 ３７名 ( １名増)

 操業後２年 ３８名 ( １名増)

 操業後３年 ３９名 ( １名増)

 計  ( ８名増)

（７）事 業 内 容 各種産業用ポンプ及び関連部品の製造 

【企業立地促進助成金の見込額】 

 ・投資助成額 ５７９，９１６千円 × １０％ ＝ ５７，９９１千円 

・雇用助成額   １，３００千円 ×  ８名 ＝ １０，４００千円 

 計            ６８，３９１千円  
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令和５年５月２３日 

農林水産商工委員会 

商工労働部企業立地課 

株式会社イデアルアーキテクツの立地計画の概要（新設） 

株式会社イデアルアーキテクツは、システム開発などの受注拡大に対応するため、

出雲市内での事業所の新設を決定した。 

 県は、同社から申請のあった立地計画を「島根県企業立地促進条例」の目的達成

に資するものとして認定し、令和５年５月１５日に、株式会社イデアルアーキテク

ツ、出雲市との間で立地に関する覚書を締結した。 

１ 会社概要 

（１）会 社 名 株式会社イデアルアーキテクツ 

（２）所 在 地 東京都新宿区西新宿２丁目１－１ 

新宿三井ビルディング４５階 

（３）代 表 者 名 代表取締役 古賀 泰裕（こが やすひろ） 

（４）設 立 年 月 平成２７年１１月 

（５）資 本 金 ２０，０００千円 

（６）従 業 員 数 ６５名 

（７）事 業 内 容 システムエンジニアリング事業、システム受託開発事業、 

プロモーション事業 など 

２ 計画の概要（県外企業の新規立地） 

（１）立 地 場 所 出雲市大社町日御碕５２１－１ 日御碕サテライトオフィス３階 

（出雲市が整備した日御碕サテライトオフィスに入居） 

（２）建 物 面 積 ５３．４㎡（賃貸借） 

（３）投下資本 額 なし 

（４）操 業 開 始 令和５年９月 

（５）常用従業員数 申 請 時 ０名

 操 業 時 ３名 ( ３名増)

 操業後１年 ４名 ( １名増)

 操業後２年 ５名 ( １名増)

 操業後３年 ６名 ( １名増)

 計  ( ６名増)

（６）事 業 内 容 ニアショア開発（県外で業務を受注して地方で開発する形

態）及び自社サービスの開発 

【企業立地促進助成金の見込額】 

 ・雇用助成額   １，０００千円 ×  ６名 ＝  ６，０００千円
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